
「次のよう」の部分

1
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

４４ ２９

５８ ４４ ２９

地域 北海道
区分

１６７ １５２ １３１

４４ ３３ ２２

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９ ９５

１２９ １２１ １０５ ９０ ７５ ５９

１０９ ８７ ６６ ４４ ３３ ２２

７２ ５８ ４４ ２９

１７６ １５８ １３５ １１３ ９０ ６７ ４４ ３３ ２２

１３７ １２７ １１０ ９４ ７７ ６１ ４４ ３３ ２２

７１ ４７

１２６ １１２

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８

８１

６１ ４１

１６７ １５２ １３１ １０９ ８７ ６６ ４４ ３３ ２２

１２９ １２１ １０５ ９０ ７５ ５９ ４４ ３３ ２２

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２

９９ ８５

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１７６ １５８ １３５ １１３ ９０ ６７ ４４ ３３ ２２

１３７ １２７ １１０ ９４ ７７ ６１ ４４ ３３ ２２

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４４ ３３ ２２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３１

１１９ ９５ ７１ ４７

４４ ３３ ２２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４

５５ ４１ ２７

２０４ １８４

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１６３ １４３ １２２ １０２ ８２

１３６ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０１ ８４ ６７ ５０ ３２ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８

５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
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８

８

４３

６４ ４３

１６ １２ ８

３６ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６

１３５ １３４ １１４ ９５ ７５ ５５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３６ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０４ １８４ １６３ １４３ １２２ １０２ ８２ ６１ ４１

８

１００ ８０ ６０

８２ ６９ ５５１３７ １２３ １１０ ９６

１５ １１ ８

１５ １１ ８

２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

１１７ １００ ８６ ７２ ５８ ４３ ２９ １５ １１

１４５ １４３ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

４１ ２７

９５ ８０ ６４ ４７ ３１

１０１ ８４ ６７ ５０ ３２ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２５ １０６ ９１ ７６ ６１ ４５ ３０ １５ １１

１５ １１

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



2
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

地域 青森県
区分

１５３ １３１ １１０ ８８

９３ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２

７９ ５８ ３８ １８ １４ ９１３２ １１９ ９９

１３２ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

１５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４

８０ ５４

５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１４０ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９ １８ １４ ９

４４ ２９

１３１ １２６ １１２

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

２１８ １９７ １７５

９３ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２

１０２ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

１５ １１ ８

２１８ １９７ １７５

１４０ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９ １８ １４ ９

１０２ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

６６ ４４

１８ １４ ９

１８ １４ ９

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４３ １２４ １０６ ８８ ７０ ５１ ３３ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

６７ ４９ ３２ １５

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７１３７ １２３ １１０

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５

１１ ８

１３７ １２３ １１０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６

１６ １２

２１６ ２１５ １９４

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７

１７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

９７ ７７ ５８ ３９

９３ ７４ ５４

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

４３

１６ １２ ８

１５ １１ ８

１１

２０４ ２０２ １８２ １６２ １４１ １２１ １０１ ８１ ６１

１３５ １１８ １０１ ８４

１６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４

１３３ １３１ １１２ ３５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

８

４０

４３

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



3
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

４０８ ３６７ ３２６ ２８６ ２４５ ２０４ １６３ １２２ ８２

１８ １４ ９

５８ ４４ ２９

地域 岩手県
区分

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１０９ ９９ ８３

８２

１８ １４ ９

１４ ９

４０８ ３６７ ３２６ ２８６ ２４５ ２０４ １６３ １２２

１８ １４ ９

１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３ １８

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

１０９ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

５４

５８ ４４ ２９

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１１ ８

１０９ １０２ ９０

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１８ １４ ９

１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２５ １０７ ９２ ７６ ６１ ４６ ３０ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１６ １２ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３２１４ １９３ １７１

８

１１８ １０１ ８７ ７２ ５８ ４４ ２９ １５ １１

２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１０４ １０３ ８５

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

８２ ６２ ４１

１５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

１０４ １０３ ８５

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

８

６９

１５ １１

１００ ８０ ６０

１５ １１ ８

１３３

８６ ６５

１６ １２ ８

３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

４０

４３

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



4
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

４４ ２９

１１１ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６１ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

２５６ ２３０ ２０５ １７９ １５４ １２８ １０２ ７７

１２８ １０２ ７７ ５１

３４ ２６ １７

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４２６８ ２４１ ２１４

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

２５６ ２３０ ２０５ １７９ １５４

３４ ２６ １７

１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９ ３４

１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５

１２２ １１２ ９７ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８

１５ １１ ８

２３

１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９

地域 宮城県
区分

１６１ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

１２２ １１２ ９７

１１ ８

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８ ４６ ３５

１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５

５８ ４４ ２９

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

５１

３４ ２６ １７

２６ １７

１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７

１１３ １０７ ９２ ７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７

５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１３３ １１４ １００ ８５ ７１ ５６ ４２ ２７ ２０

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１ ８１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

４６ ３５ ２３

１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８

１０５ １０３ ８６

１５ １１ ８

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１１ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１

１６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

６８ ５４ ４１ ２７ ２０

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

３３ １５ １１ ８

１３７ １２３

１５ １１ ８

１６ １２ ８

１３３ １３１ １１２

１１６ ９３ ７０

２７ ２０ １４

２３４ ２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９

９３ ７４ ５４ ３５

１２５ １０８ ９５ ８１

１１０ ９６ ８２ ６９

５９ ３９

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１６ １２ ８

４６

４３

１４

１４

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。



5
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

４４ ２９

１３１ １２６ １１２

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

２００ １８０ １６０

８３ ７９ ６７ ５５ ４２ ３０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

９２ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１ １８ １４ ９

９

２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０

１４ ９

８３ ７９ ６７ ５５ ４２ ３０ １８ １４

１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８

１３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１３５ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

９２ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

４４ ２９

１３１ １２６ １１２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

地域 秋田県
区分

１４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０

１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

１３５ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

７９ ５９

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１１２ ９３ ７４

１６ １２ ８

３７

１１９ ９９

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９

１５ １１ ８

２７ １５ １１

２００ １９８ １７８ １５８ １３９

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２

２１６ ２１５ １９４

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

５４ ３５ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１３３ １３１

４０

４３

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



6
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

８４ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３２ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

８４ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

１８ １４ ９

７５ ７２ ６１ ５１ ４０ ２９ １８

１２３ １１１ ９３ ７４ ５５ ３７

地域 山形県
区分

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３４

１８ １４ ９

１４ ９

１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５ ６８ ５１

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

７５ ７２ ６１

１２３ １１１ ９３ ７４ ５５ ３７

５４

５８ ４４ ２９

５１ ４０ ２９ １８ １４ ９

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３２ １１７ ９７ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１８１ １６６ １４５

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５

６８ ５１ ３４

１８ １４ ９

１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１３ ９４ ８１ ６８ ５５ ４１ ２８ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７

６８ ５０ ３３ １５

１０５ ８８ ７６ ６４ ５２ ３９ ２７ １５ １１

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１０４ １０３ ８５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１６ １２ ８

１２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６

９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９

１２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１

９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５

３１ １５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

４０

４３

８

８

８

８

８

８



7
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３４ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１３４ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

地域 福島県
区分

６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４

１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７ １８

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９１３１ １２６ １１２

４４ ２９

１３１ １２６ １１２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

２６８ ２４１ ２１４ １８８

１４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１８

８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

２８５ ２５７ ２２８ ２００ １７１ １４３ １１４ ８６ ５７

１６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７ １８ １４ ９

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

９

２８５ ２５７ ２２８ ２００ １７１ １４３ １１４ ８６ ５７

１４ ９

８５ ８０



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

３４ ２３

１９１ １７４ １５４

１５ １１ ８

１１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

７４ ５４ ３５ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

８０ ６０

１５ １１ ８

２８ １５ １１

２０２ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９ １００

１１１ ９４ ８１ ６８ ５５ ４１

４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１９ １００ ８６ ７２ ５８ ４３ ２９ １５

１３３ １３１ １１２ ９３

４１

１５ １１ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１６ １２ ８

１７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５２１６ ２１５ １９４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４０

８

８

４３

８

８

８

８
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1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

３７ ２８

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１２３ １０１ ８０ ５８ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

１２０ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

区分

７８ ６４ ５１ ３７ ２８ １９

３７ ２８ １９

１１１ １０５ ９１

１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１８１ １６６ １４５

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５

８９ ６７ ４５

３７ ２８ １９

２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０

１８１ １６６ １４５

２２ １７ １１

８９ ６７ ４５

３７ ２８ １９

２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２

１２４ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１

５８ ４４ ２９

１１８ １１６ ９７ ７９ ６０ ４１ ２２ １７ １１

４４

地域 茨城県

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１９

１１１ １０５ ９１ ７８ ６４ ５１ ３７ ２８ １９

１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７

１２０ １１０ ９６ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

１１６ １０８ ９６ ８４ ７２ ６０ ４８ ３６ ２４

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２４ １２２ １０２ ８２ ６２ ４２ ２２ １７ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４５ １２６ １１０ ９４ ７８ ６２ ４６ ３０ ２３

１６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８２ ５５

１６ １２ ８

４０ １６

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８１０４ １０３ ８５

４８ ３６ ２４

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９ ９５

１１６ １０８ ９６ ８４ ７２ ６０

１１８ １１６ ９７ ７９ ６０ ４１ ２２ １７ １１

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５

１２

２７４ ２４７ ２１９ １９２ １６４ １３７ １１０

１６２ １６１ １３７ １１３ ８９ ６４

３０ ２３

２２３ ２２２ ２００

３０ ２３ １５

１３７ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５

１７２ １７０ １４４ １１９ ９３ ６７ ４２ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２１５２

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１７８ １５５ １３３ １１１ ８９ ６７

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

７１ ４７

２２ １７ １１

４４

１５

１５

８

８

８

８

４３

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。
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1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１０６ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

９

１０６ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

９

２９８ ２６８ ２３８ ２０９ １７９ １４９ １１９ ８９ ６０

１４ ９

９７ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４

１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４

地域 栃木県

５８ ４４ ２９

２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

８９ ６０

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１

１８ １４ ９

２９８ ２６８ ２３８ ２０９ １７９ １４９ １１９

９７ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３

１１ ８

５５ ４１ ２８

２９７ ２６７ ２３８ ２０８ １７８ １４９ １１９

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

８０ ５４

５８ ４４ ２９

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１４０ １２６ １０４

区分

８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

８９ ５９

１５



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

５１ ３４ １７ １３

６２ ４１

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２

２９７ ２６７ ２３８ ２０８ １７８ １４９ １１９ ８９ ５９

１７０ １６８ １４３ １１７ ９２ ６７ ４１ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１３

３０１ ３００ ２７０ ２４０ ２１０ １８０ １５０

１３１ １１４ ９８ ８２ ６６ ４９

４１

１５ １１ ８

４１

８

５８ ３７ １６ １２

２１６ ２１５

１５ １１ ８

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

５０

１１０ ９６ ８２ ６９

１９４ １７２ １５１ １２９

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２

１０８ ８６ ６５

１６ １２

９９ ７９

１１０ １０８ ９０ ７１

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１０４ １０３ ８５ ６８

５２ ３４ １５ １１ ８

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３８ １２０ １０３ ８６ ６９

１６０ １５９ １３５ １１１ ８８ ６４ ４０ １６ １２

１２０ ９０

１７ １３ ９

３３ １７

１４２ １４１ １２０

１５ １１ ８

６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１５ １１ ８

３３ １５ １１ ８

１３７ １２３

８８ ６６ ４４

１６ １２ ８

２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０

６０

９

９

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６

１６８ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９

１２６ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８ ２９ １９

１６０ １３７

８０ ５８ ４４ ２９

１１４ ９１ ６８ ４６

３８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２

地域 群馬県
区分

１５９ １４５ １２３ １０２

２２８ ２０５ １８２

１１８ １１１ ９６ ８２ ６７ ５３ ３８ ２９ １９

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９１３１ １２６ １１２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１

１５９ １４５ １２３ １０２ ８１ ５９ ３８ ２９

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８

２９ １９

８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４０

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

９１ ６８ ４６

３８ ２９ １９

２２８ ２０５ １８２ １６０ １３７ １１４

１９

１１８ １１１ ９６ ８２ ６７ ５３ ３８ ２９ １９

２９

１６８ １５１ １２８ １０６ ８３ ６１ ３８ ２９ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１２６ １１６ １０１ ８５ ６９ ５４ ３８ ２９ １９

８

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１

３６ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

４１ ２７

２０５ １８５ １６４

１５ １１

８１ ５９ ３８ ２９ １９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

２１３ １９２ １７０ １４９ １２８ １０７ ８５ ６４ ４３

１０４

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

７３ ５４

１０３ ８２

３３ １５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１

８

８３４

１４４ １２３ １０３ ８２

１２ ８

１２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６

１８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２

１５ １１ ８

２７

２０５ １８５ １６４

１５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３８ １２０ １０４ ８７ ７１ ５５ ３８ ２２ １７

４１

１５ １１

１２０

８２ ６９ ５５

１１５ １１２ ９２

１３７ １２３ １１０ ９６

８６ ６５

１６ １２ ８

３５ １６ １２

２２ １７ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

１６

１５ １１ ８

１３１

８

４１ ２７

２０６

１０３ ８５ ６８ ５０ ３３

８

１１８ ９７ ７７ ５６ ３６

１５

４１

１１４ ９９ ８３ ６８ ５３ ３７ ２２ １７

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

６２ ４１

６２ ４１

１１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０

４３

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１１

１１

８

８

８

８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

８

８０ ５４

５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

８６ ５７

１５ １１ ８

５４ ４１

１９

１２６ １１５ １００ ８４ ６８ ５３ ３７ ２８ １９

地域 埼玉県
区分

１０９ ８２ ５５

３７ ２８ １９

２７３ ２４６ ２１８ １９１ １６４ １３７

１２３ １０１ ８０ ５８

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８ １９

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

１４０ １３１ １１６ １０２

１１７ １１０ ９５ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９

８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１２６ １１５ １００ ８４ ６８ ５３ ３７ ２８ １９

１１０ ９５ ８１ ６６ ５２ ３７ ２８ １９

２７３ ２４６ ２１８ １９１ １６４ １３７ １０９ ８２ ５５

３７ ２８ １９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６

５８ ４４ ２９

１５１ １３８ １１８ ９８ ７７ ５７ ３７ ２８ １９

１５９ １４４ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ ２８

２７１２２ １０８ ９５ ８１ ６８

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９１８１ １６６ １４５

１８１ １６６ １４５

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１１７

２８７ ２５８ ２３０ ２０１ １７２ １４４ １１５

１３２

１０１ ８４ ６７ ４９ ３２ １５ １１



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１２

１５ １１ ８

１９３ １６９ １４５ １２１

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１６ １２ ８

９６ ７２

１５ １１ ８

２４１

１６５ １４０ １１５ ９１ ６６ ４１ １６ １２

２２３ ２０１ １７８ １５６ １３４ １１２ ８９ ６７ ４５

１５ １１

２４２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

９９ ８５ ７１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４４ １１５ ８６ ５７

１５ １１ ８

４２ １６ １２

８

１３２ １２２ １０８

２８７ ２５８ ２３０ ２０１ １７２

１０１ ８４ ６７ ４９ ３２ １５ １１

９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７

１０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１７２ １５１ １２９

９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２１４２ １４１ １２０

２１７

１１０ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８

１６６

５５ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１ ８

１１８ ５７ ４３ ２９ １５ １１

１７６ １７４ １４８ １２１ ９５ ６９

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

２１６ ２１５ １９４

４８

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

７５ ６０ ４５ ３０

１３０ １１３ ９７ ８１ ６５

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

地域 千葉県
区分

６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１

９０ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

１３３ １２０ ９９

９７ ８１ ６５

１５ １１ ８

７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

１１２ ９９ ８５ ７２

９９ ９０ ７５

８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

４９ ３２

１８ １４ ９

１８ １４ ９

１８ １４ ９

１５９ １４６

９０

１４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１５ １１ ８

１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

８９

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

９９ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

４９ ３２

８４ ７１ ５８ ４４ ３１

８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１８ １４ ９

１５９ １４６ １３０ １１３



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６

２１６ １５１ １２９ １０８

４１

１５ １１ ８

４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２

１２３ １１０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

３９

１５ １１ ８

９７ ７７ ５８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

４５

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

８６ ６５

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２

１１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

３４ １５ １１ ８

１２４ １０５ ９０

１４０

２３

１１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１７９ １５９ １３９

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１５ １１ ８

１３７

１２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

８２ ６２ ４１

１４２

１００ ８０ ６０

１５ １１ ８

１１６ ９９ ８５

２０２ １９９

１４２ １４１

１６ １２ ８

２１５ １９４ １７２

７１ ５７ ４３ ２９ １５ １１

４３

１６ １２ ８

１６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５

１１９

４３

４０

８

８

８

８

８

８

３４

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９

１４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

６０ ４５ ３０

１８ １４ ９

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５

９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４

１８ １４ ９

１９０ １７２

地域 東京都
区分

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９

１４ ９

１４７ １３５ １２０

１８ １４ ９

１８ １４ ９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５

１０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５８ ３９

１５ １１ ８

５４

５８ ４４ ２９

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

３４ ２３

１９１ １７４ １５４

１１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５

８５ ７２ ５８

１３５ １１６ ９７ ７７



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９１９１ １７４ １５４

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５ １１ ８

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１６７ ５４ ４１ ２８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

１５ １１ ８

８６ ６５

１６ １２ ８

１１ ８

１５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

３５

１５ １１

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７

１４２

３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２

２１４ １９３ １７１

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

５９

１５

４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

１４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９１８１ １６６ １４５

地域 神奈川県
区分

１５１ １３９ １２３ １０８ ９２ ７７ ６２ ４６ ３１

１８ １４ ９

１２１ １１０ ９１ ７３ ５５ ３６ １８ １４ ９

８０ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８

１２９ １１６ ９６ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

８９ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１８ １４ ９

１５１ １３９ １２３ １０８ ９２ ７７ ６２

８０ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０

１２１ １１０ ９１ ７３ ５５ ３６ １８ １４ ９

８０ ５４

５８ ４４ ２９

１２９ １１６ ９６ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

８９ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４６ ３１

１８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

８

１０９ １０２ ９０

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

５８ ４４ ２９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

８

１５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９２００ １９８ １７８

８２ ６２ ４１

１１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１

３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

８

１０９ １０２ ９０

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

１５ １１ ８

７９ ６８ ５７ ４５

１１０ １０８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

４３

１６ １２ ８

１６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５ １１

４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

８８ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７

９

８８ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

７４ ５５ ３７ １８ １４ ９

１３１ １１６

４４ ２９

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９

１６７ １５３ １３６ １１９ １０２

９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４

５８

１１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

５４

５８ ４４ ２９

地域 新潟県
区分

８５ ６８ ５１ ３４

５１ ３４

１８ １４ ９

１８ １４ ９

１６７ １５３ １３６ １１９ １０２ ８５ ６８

８０ ７６ ６４ ５３ ４１ ３０

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１８１

１２２ １１１ ９２

１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７ １８ １４ ９

８０ ７６ ６４ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

３９

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１５ ９７ ８３ ７０ ５６ ４２ ２９ １５ １１

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８

８６ ６５

１６ １２ ８

３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１０８ ９１ ７８

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

６６ ５３ ４０ ２８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

１５ １１

２１８ １９６

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

４５ ３０ １５ １１ ８８９ ７５ ６０

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１７４ １５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

１４２ １４０ １１９

４３

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

４７ ３１ １５ １１ ８

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１１２ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９

１３５ １１６ ９７ ７７

１４８ １３１ １０９ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

５８ ３９１９１ １７４ １５４

１４ ９

１６９ １５４ １３７

１８ １４ ９

１０３ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８

１４０ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０

１２０ １０３ ８６ ６８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１２６ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４

５８ ４４ ２９

１５ １１ ８

５１ ３４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１４ ９

１６９ １５４ １３７

１８ １４ ９

１８ １４ ９

１０３ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８

１４０

地域 富山県
区分

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

５４

５８ ４４ ２９

４４

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１２６ １０４ ８３ ６１ ４０

１１２ １０１ ８４ ６８ ５１ ３５ １８ １４ ９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１

１５ １１ ８

２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

８８９ ７５ ６０ ４５ ３０

２６

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１２６ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５ ５２ ３９

１４２

１２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１３３ １３１ １１２

１８１ １５５ １２９

６２ ４１

１５ １１ ８

１４４ １２７ １１０ ９３ ７６

１６ １２ ８

１１０

５８ ３７ １６ １２

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５２ １３３ １１５

１０４ １０３ ８５

１５ １１ ８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１０３ ７７ ５２

２５ １９ １３

５９ ４２ ２５ １９

２５８ ２３２ ２０６

１２

９３ ７４ ５４ ３５ １６

１４１ １２０ ９９ ７９

９７ ７９ ６１ ４３ ２５ １９

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８

１６

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１６

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１２ ８

４３

１３

１３

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１８ １４ ９

１７２ １５８ １４１ １２３ １０６ ８８ ７０

９０ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１

１６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８

４４ ２９

地域 石川県
区分

１３７ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９ １８ １４ ９

１０６

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４６ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

９８ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１８１

４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８

５８ ４４ ３１ １８ １４ ９

５３ ３５

１８ １４ ９

８２ ６０ ３９ １８

５８ ４４ ２９

１４ ９

９０ ８４ ７１

１３７ １２４ １０３

１４６ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

９８ ９０ ７５ ６１ ４７ ３２ １８ １４ ９

２９

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６

３５

１８ １４ ９

１７２ １５８ １４１ １２３

９７ ７７ ５８ ３９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

８８ ７０ ５３

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１ ８

８

１０９ １０２ ９０

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

５８ ４４ ２９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４５ ３４ ２３１０９

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１４５ １２６ １０９ ９３ ７６ ５９ ４３

４５ ３０

１１０ １０８

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

１０２ ９０

９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

７９ ６８ ５７

１２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５０ １２８ １０７

１３３ １３１ １１２

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

２６ ２０ １３

２０

２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４

９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

１３７ １２０ １０４ ８９ ７３ ５７ ４２ ２６

８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２１４ １９３ １７１

２６ ２０

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４

６５

１６ １２ ８

１６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

４３

１３

１３

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

１８ １４ ９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８ ５９

１８ １４ ９

９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８

１４１ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０

５４

５８ ４４ ２９

１５０ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

８９ ７５ ６０

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８

５８ ４４ ２９

１５ １１ ８

１４ ９

１９３

１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９

地域 福井県
区分

１５０ １３２ １０９ ８７ ６４ ４１ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

４５ ３０ １５ １１ ８

１４１ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１０７ ８０ ５４２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

３９

１８ １４ ９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

９７ ８０ ６３ ４５ ２８ ２１１４９ １３２ １１５

８９ ７５ ６０

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

３９

１６ １２

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

４５ ３０ １５ １１

１５６ １３８ １２０ １０１ ８３ ６５ ４６ ２８ ２１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

４３

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６

１０３ ８２ ６２

２８ ２１ １４

２０７ ２０５ １８５ １６４ １４４ １２３

１４２ １４０ １１９ ９９

６４

７８ ５７ ３７

１７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１６ １２ ８

３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

１６ １２ ８

１２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６

４３

４１

１４

１４

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１００ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ４４ ２９

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９ １８ １４ ９

９１ ８５ ７１ ５８ ４５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

９

１６９ １５４ １３７

１８ １４ ９

９１ ８５ ７１ ５８ ４５ ３１ １８

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１

１４７ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１００ ９１ ７６ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４１６９ １５４ １３７

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８ １４

３１ １８ １４ ９

８１ ５８

２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

２３

１９１ １７４ １５４

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１

５８ ４４ ２９

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４

地域 山梨県
区分

１２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

１４

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

５８ ３７

１４２ １４０

２０３ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０ ６０

１３１

１３１ １１３ ９７ ８０ ６４ ４８ ３１ １５ １１

１１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１５ １１ ８

１６ １２ ８

１３３ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

６５

１６ １２ ８

１６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９０ ７９ ６８ ５７

６２ ４１

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

５８ ３９

１５ １１ ８

６２

４５ ３４

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

５５ ４１ ２７１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１０４ １０３ ８５

１２４ １０７ ９２ ７６ ６１ ４６ ３０ １５ １１

７７

１５ １１ ８

１０９ １０２

４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９

４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１３３ １０６ ８０ ５３

１８ １４ ９

１０７ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１４ ９

９８ ９１ ７６

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９ １８

５８ ４４ ２９

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

地域
区分

１８ １４ ９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

２６８ ２４１ ２１４

２９

６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

長野県

９８ ９１ ７６

２６６ ２３９ ２１３ １８６ １６０

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９

１０７ ９６ ８１ ６５ ４９ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３１０９ １０２ ９０

２６６ ２３９ ２１３ １８６ １６０ １３３ １０６ ８０ ５３

１８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

３１ １５ １１ ８

７７ ５８ ３９

１５ １１

４４ ２９

２９

１３１ １２６ １１２

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

９５ ８０ ６４ ４７



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１３３ １１４ ９８ ８２ ６６ ４９ ３３ １７ １３

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

７１ ４８

１７ １３ ９

３２ １７ １３

２３８ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９ ９５

１２５

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３

１０９ １０２ ９０

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１０８ ９３ ７８ ６３ ４７

４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１６ １２

８

１９１ １７４ １５４

１５ １１ ８１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

７７ ５８ ３９

１５ １１

１３５ １１６ ９７

８

４３

９

９

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５０ ２８ ２１ １４

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１１６ １０６ ９０ ７５ ５９ ４４ ２８ ２１ １４

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１６ ９４ ７２

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

８０

８９

１０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１３８ １１６ ９４ ７２ ５０ ２８ ２１ １４

７５ ５９ ４４１１６ １０６ ９０

地域 岐阜県
区分

２８ ２１ １４

１０７ １０１ ８６ ７２ ５７ ４３ ２８

１４６ １３２ １１１ ９１ ７０ ４９

１１２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４

１５５ １３８

１９０ １７２ １４９ １２７

４０

１５５

７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５

１４０

４３ ２８ ２１ １４

２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００

１４６ １３２ １１１

１０７ １０１ ８６ ７２ ５７

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

６０

２８ ２１ １４

６０ ４０

２８ ２１ １４

２８ ２１ １４

２１ １４

２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０

２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９１ ７０ ４９ ２８ ２１ １４

５８ ４４ ２９

１３１ １２６

１５ １１ ８

１１６ ９７ ７７ ５８ ３９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１３２ １１３ ９７ ８０ ６４ ４８ ３１ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

６４ ４３

１６ １２ ８

３５ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４

１０１ ８０ ６０

１５

１２

１１ ８

２０３ ２０１ １８１ １６１ １４１ １２１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

５８ ３９

１５ １１ ８

４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

４５ ３０ １５ １１ ８８９ ７５ ６０

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

３０ １５ １１

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１２４ １０７ ９２ ７６ ６１ ４６

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２９ １０８ ８６ ６５

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６

１６ １２ ８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ ４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５１７６ １５９ １４２

２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

地域 静岡県
区分

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

４４

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８

１８ １４ ９

９

１７６ １５９ １４２ １２４ １０６ ８９ ７１ ５３ ３５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４ ９

８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９ １８

５８ ４４ ２９

１４３ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

９７ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１８１ １６６ １４５

１８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５５ ４１ ２８

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８

１５ １１ ８

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９

８０ ５４

５８ ４４ ２９

９３ ７８ ６３ ４７ ３１

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

５８ ３９

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

８０ ６０

１５ １１ ８

２９ １５ １１

２０１ １９９ １７９

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８２ ６９

９３ ７８ ６３ ４７

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

５０ ３３ １５ １１ ８

３１ １５ １１ ８

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６

１０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

２１６

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５ １１ ８

２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

１５９ １３９ １１９ １００

１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１

４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

２６ １７

１２２ １１２ ９６

４９ ３４ ２６ １７１１３ １０７ ９２

２６ １７

１１３ １０７

１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５ ３４ ２６ １７

１６０ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４ ２６ １７

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１６０ １４４ １２２ １００ ７８ ５６ ３４

８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１０１ ８０ ５８ ４４

１０８ ８１ ５４

３４ ２６ １７

２７０ ２４３ ２１６ １８９ １６２ １３５

１２２ １１２ ９６ ８１ ６５ ５０ ３４ ２６ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

７８ ６３

１３１ １２２ １０８ ９５ ８１ ６８ ５４ ４１ ２７

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３

７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７

地域 愛知県
区分

７８ ６３ ４９ ３４ ２６ １７

２７０ ２４３ ２１６ １８９ １６２ １３５ １０８ ８１ ５４

９２

１５２ １３８ １１７ ９７ ７６ ５５ ３４

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

３４ ２６ １７

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４１ ２７

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８

１６２

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１３５ １１８ １０１ ８４ ６７ ４９ ３２ １５ １１

２０４ ２０２ １８２

１４２ １２４ １０６ ８８ ７０ ５１ ３３ １５ １１

１３１ １２２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１６ １２ ８

１１ ８

１５ １１ ８

１４４ １４３ １２２ １０１ ８０ ５８ ３７ １６ １２

２１６ １９４ １７３ １５１ １３０ １０８ ８６ ６５ ４３

１５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１４２

１０８ ９５ ８１ ６８ ５４

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１５３ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２

１４１ １２１ １０１ ８１ ６１

３９

１５ １１ ８

１６ １２ ８

１２

２１６ ２１５ １９４ １７２ ４３

４０

８

８

８

８

８

８

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１００ ９２ ７７ ６３

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

４８ ３３ １８ １４ ９

２２１ ２００ １７８ １５５ １３３ １１１ ８９

２２１

１３８ １２４ １０３

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

５８ ３９

１５ １１ ８

４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

４５ ３０ １５ １１ ８８９ ７５ ６０

地域 三重県
区分

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９

８２ ６０ ３９ １８ １４ ９

２９

１３１ １２６ １１２ ９９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４

８５

１４ ９

５８ ４４

８９ ６７ ４４

１８

６７ ４４

１８ １４ ９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０９ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

１９０

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１７２ １４９

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０９ ９８ ８２ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

３３ １８

１２３ １０１ ８０

１２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１４ ９

２００ １７８ １５５ １３３ １１１

１３８ １２４ １０３

１００ ９２ ７７ ６３ ４８

７２ ５８ ４４ ２９

１８１ １６６ １４５



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るも の
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るも の
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

８

８

４３

４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

６２ ４１

１５ １１ ８

５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９

８

１１ ８

１３７ １２３ １１０

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５

１５ １１ ８

９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１ ８

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１７５ １５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４

１６ １２ ８

２１９ １９７

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

１６４ １６３ １３９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５

１３０ １１１ ９５ ７９ ６３ ４７ ３１ １５ １１

１７３ １７２ １４６

１５ １１

２２２ ２２１ １９９ １７７ １５５ １３３ １１１ ８８

１２２ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

１１４ ９０ ６５

６６

１５ １１ ８

１０３ ８２ ６２ ４１

４１ １６ １２

１５ １１

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

８

８

８

８

４４



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１５６ １４０

１３４ １１３ ９２ ７１ ５０ ２９

地域 滋賀県
区分

２２ １５

１５６

１１７ １０７ ９１ ７６ ６０ ４５ ２９ ２２ １５

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４

１０８ １０１ ８６ ７２ ５８ ４３

１４７ １３４ １１３ ９２ ７１

２９ ２２ １５

１２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

８０ ５４

５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２

１９４ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８ ５９ ３９

１５ １１ ８

２９ ２２

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６

１０８ １０１ ８６ ７２ ５８ ４３ ２９ ２２

１４７

１５

１１７ １０７

１８１ １６６ １４５

１０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１１５ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

２９ ２２ １５

８０ ５４

５８ ４４ ２９

１５

２２０ １９８ １７６ １５４ １３２ １１０ ８８ ６６ ４４

９１ ７６ ６０ ４５ ２９ ２２ １５

９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

２９ ２２ １５

１４０ １１８ ９６ ７３ ５１

９９ ８５ ７２

１１８ ９６ ７３ ５１ ２９ ２２ １５

５０ ２９ ２２ １５

８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１５ １１３

２２０ １９８ １７６ １５４ １３２ １１０ ８８ ６６ ４４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７

１３１ １２６ １１２



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

４３

８

８

１１７ ９８ ７８ ５９

１５８ １３５ １１３ ９０ ６８ ４５

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１０４ ９３ ８１ ７０ ５８ ４６

１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３

１５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４

１６ １２ ８

１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９

１２４ １０３ ８２ ６２

１５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４

１６ １２

２１８ １９６ １７４

１４０ １２１ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

１０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９

４１

１５

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

８

４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４

８

１１５

１２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

３９

１５ １１ ８

１９４ １７６ １５６ １３７

３５ ２３

１５ １１

１１０

１１

１３２ １１５ ９８ ８２ ６５ ４８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１５ １１ ８

３２ １５ １１

２２５ ２０３ １８０



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１２６

９７ ８３ ６９ ５５

５８ ４４

１０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

地域 京都府
区分

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１６１ １３４

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４３ １２６ １０５ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

７１ ４８

１４３

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７

２３６ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９

５５ ４３ ３０ １８ １４ ９８４ ８０ ６７

８４ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１３４ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４

１０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８

２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０

９５ ７１ ４８

１８ １４ ９

２３６ ２１４ １９０ １６７ １４３ １１９

３９

１５ １１ ８

４１ ２８

１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８ ５９

１３８ １２４ １１０

４４ ２９

１３４ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

１８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８１０５ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３

４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４

９５

１４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１５ １１ ８

５８

９３ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４

１８ １４ ９

９

７３ ５８ ４４ ２９

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

４０

８

８

８

８

４３

６２ ４１１４４ １２４ １０３ ８２

１１０ １０８ ９０

３３

７１ ５２ ３４

６４ ４３

１６ １２ ８

３５ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６

１３３

８６ ６５

１６ １２ ８

３７ １６ １２

２１６

４１ ２７

２０６ １８５ １６５

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０

１３１ １１２ ９３ ７４ ５４

５９

１５ １１ ８

１５ １１

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７

１５ １１ ８

１４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１２０６ １８５ １６５

１５ １１ ８

１５ １１ ８

１０５ １０３ ８６

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

８２ ６９ ５５ ４１ ２７

５９ ３９

１５ １１ ８

２１５

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１９３ １７６ １５６ １３７ １１７ ９８ ７８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１９４ １７２ １５１ １２９ １０８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１１３ １０３ ８６

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

２６８

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ４４ ２９

２９

１９０ １７２ １４９ １２７

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９

８０ ５８

１２７ １１７

４５ ３０ １５ １１ ８

１３１ １２６

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１７４ １５４

地域 大阪府
区分

６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１０４ ９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６

１９１

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

１３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

５８ ４４

１０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４０

８

８

８

８

４３

８

８

１２７ １１７ １０４ ９１ ７８ ６５ ５２ ３９ ２６

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

３３ １５ １１ ８

１９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０

１２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

地域 兵庫県
区分

１３８ １２６ １０６ ８６ ６５ ４５ ２５ １９ １３

９３ ７９ ６６ ５２ ３９ ２５ １９ １３

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

２５ １９ １３

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９９ ９３ ７９ ６６ ５２ ３９ ２５ １９ １３

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５８ ４４ ２９

１３８ １２６ １０６ ８６ ６５ ４５ ２５ １９ １３

１４７ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３

１０８ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

２５ １９ １３

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４７ １３２ １１０ ８９ ６８ ４６ ２５ １９ １３

１０８ ９８ ８４ ６９ ５４ ４０ ２５ １９ １３

９９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

４０

１３

１３

８

８

８

８

４３

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１３７ １２０ １０４ ８８ ７３ ５７ ４１ ２５ １９

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０ ８８ ６６ ４４

１６ １２ ８

２０４ ２０２ １８２ １６２ １４１ １２１ １０１ ８１ ６１

２５ １９ １３

１６２ １６１ １３７ １１３ ８９ ６４ ４０ １６ １２

６１ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２

１４５ １２６ １０９ ９２ ７６ ５９ ４２ ２５ １９

１７２ １７０ １４４ １１９ ９３ ６７ ４２ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１０２ ９４ ７９ ６４ ４８ ３３ １８ １４ ９

２４０ ２１６ １９２ １６８ １４４ １２０ ９６ ７２ ４８

１１１ １００ ８３ ６７ ５１ ３４ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１２０ ９６ ７２ ４８

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

２９

１３９ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

地域 奈良県
区分

１３９ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１０２ ７９ ６４ ４８ ３３ １８ １４ ９

２４０ ２１６ １９２ １６８ １４４

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１１１ １００ ８３ ６７ ５１ ３４ １８ １４ ９

５８ ４４

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

９４

１４０ １３１

１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４０

８

８

８

８

８

８

４３

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

３７ １６

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

地域 和歌山県
区分

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

５８ ４４ ２９

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４０

８

８

８

８

８

８

４３

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１６９ １５４ １３７ １２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

５８ ４４ ２９

１０２ ８４ ６７ ５０ ３２ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２６３ ２３７ ２１０ １８４ １５８ １３２ １０５ ７９ ５３

３７ １８ １４ ９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

１２７ １１５

７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

地域 鳥取県
区分

１２７ １１５ ９５

５２ ３４ １５ １１ ８

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０８ ８９ ７１

９５ ７６ ５７



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

８

８

８

４０

８

８

８

４３

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１０２ ８４ ６７ ５０ ３２ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２６３ ２３７ ２１０ １８４ １５８ １３２ １０５ ７９ ５３

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３５ １３３ １１４ ９４ ７５ ５５ ３６ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４４ １４２ １２１ １００ ７９ ５８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４２ １４１ １２０ ９９

３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１

地域 島根県
区分

１１９ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７８ ７４ ６３ ５２ ４０ ２９ １８ １４ ９

１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１

５８ ４４ ２９

１１９ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

１２８ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

８７ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７

５８ ４４ ２９

１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８

７８ ７４ ６３ ５２ ４０ ２９ １８ １４ ９

４３ ３０ １８ １４ ９

１２８ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

８７ ８０ ６７ ５５



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

４０

８

４３

８

８

８

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２３７ ２１３ １９０ １６６ １４２ １１９ ９５ ７１ ４７

１５ １１ ８

１５ １１ ８

１０９ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１３８ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１１５ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３７ １３６ １１６ ９６ ７６ ５６ ３６ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４６ １４５ １２４ １０２ ８１ ５９ ３８ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１２ ９３



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１７７ １５８ １３８ １１８ ９９ ７９ ５９ ３９

地域 岡山県
区分

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９ １８ １４ ９

１１０ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１０１ ９３ ７８ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

１９６

８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１１０ ９９ ８３ ６７ ５０ ３４ １８ １４ ９

１０１ ９３ １４ ９

６２ ４１

５８ ４４ ２９

１２６ １２４ １０４ ８５ ６６ ４６ ２７ ２０ １４

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

８７ ７３ ５８ ４４ ２９

２７ ２０ １４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４８ １３１ １０８ ８６ ６３ ４１ １８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１７７ １５８ １３８ １１８ ９９ ７９ ５９ ３９

５８ ４４ ２９

１３９ １２５ １０３ ８２ ６１ ３９

７８ ６３ ４８ ３３ １８

１８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９

１９６

１３２ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８ ２７ ２０ １４

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

２０６ １８６ １６６ １４５ １２４ １０４ ８３

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２

１８ １４ ９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４４

４０

４３

８

８

８

８

８

８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１３２ １３０ １０９ ８９ ６８ ４８ ２７ ２０ １４

１５ １１ ８

１２６ １２４ １０４ ８５ ６６ ４６ ２７ ２０ １４

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８６ １６６ １４５ １２４ １０４ ８３ ６２ ４１

２７ ２０ １４

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２

１６ １２

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１６５ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８

１２ ８

１７５ １５３ １３１ １１０ ８８ ６６

１６

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

２２０ ２１９ １９７

８１１１５３３５０６８８５１０３１０４

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１３３ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

８６ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

１８８ １７０ １５１ １３２ １１３ ９５ ７６ ５７ ３８

９５ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

地域 広島県
区分

１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

８６ ８１ ６９ ５６ ４３ ３１ １８ １４ ９

１８８ １７０ １５１ １３２ １１３ ９５ ７６ ５７ ３８

５８ ４４ ２９

１２５ １１３ ９４ ７５ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３３ １１９ ９９ ７９ ５８ ３８ １８ １４ ９

９５ ８７ ７３ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３１

１１０ １０３ ９１ ８０ ６８ ５７ ４６ ３４ ２３

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

５８ ４４ ２９

９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

１５ １１ ８



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４３

８

８

８

８

８

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

９３ ７８ ６３ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１０ １０３ ９１ ８０ ６８ ５７ ４６ ３４ ２３

９９ ８３ ６６ ４９ ３２ １５ １１ ８

１０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３ ２９ １５ １１

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１８ １９６ １７４ １５３ １３１ １０９ ８７ ６５ ４４

１６ １２ ８

３３ １５

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１２ ８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１５ １１ ８

１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９ １６ １２

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

１１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

地域 山口県
区分

１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

９９ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

２５３ ２２８ ２０２ １７７ １５２ １２７ １０１ ７６ ５１

５８ ４４ ２９

１３８ １２４ １０３ ８２ ６０ ３９ １８ １４ ９

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０８ ９７ ８１ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

１１２ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１１７ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

２２３ ２０２ １７９ １５７ １３４ １１２ ９０ ６７ ４５

１４７ １３０ １０７ ８５ ６３ ４０ １８ １４ ９

１０８ ９７ ８１ ６６ ５０ ３４ １８ １４ ９

９９ ９２ ７７ ６３ ４８ ３３ １８ １４ ９

２５３ ２２８ ２０２ １７７ １５２ １２７ １０１ ７６ ５１



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４０

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４３

８

８

８

８

８

８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１２ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１３７ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１１７ １１５ ９５ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２２３ ２０２ １７９ １５７ １３４ １１２ ９０ ６７ ４５

１５ １１ ８

９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１４７ １４５ １２４ １０２ ８１ ５９ ３８ １６ １２

８６ ６５

１６ １２ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１５６ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９ １６ １２

１５２ １５０ １２８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８

１０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２３１ ２０８ １８５ １６２ １３９ １１６ ９２ ６９ ４６

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

地域 徳島県

８９ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１ １８ １４ ９

１５５ １４１ １２６ １１０ ９４ ７９ ６３ ４７ ３１

９８ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

区分

１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

１４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

８９ ８４ ７１ ５８ ４４ ３１ １８ １４ ９

１５５ １４１ １２６ １１０ ９４ ７９ ６３ ４７ ３１

９８ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

５８ ４４ ２９

１２７ １１５ ９５ ７６ ５７ ３７ １８ １４ ９

９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８

９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

１９４

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３６ １２１ １００ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

１７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９

５８ ４４ ２９

１０８ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１４ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１４ １０６



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

４３

４０

８

８

８

８

８

８

１５ １１ ８

１０８ １０７ ８８ ７０ ５２ ３３ １５ １１ ８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１１４ １１３ ９３ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

６５ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１４７ １４６ １２４ １０３ ８１ ５９ ３８ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１５７ １５５ １３２ １０９ ８６ ６２ ３９ １６

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１２

２１７ １９５ １７４ １５２ １３０ １０９ ８７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１９４ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

地域 香川県
区分

１３７ １２６ １０７ ８９ ７０ ５１ ３２ ２４ １６

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

３２ ２４ １６

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９３ ８９ ７７ ６６ ５５ ４３ ３２ ２４ １６

１９４ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

５８ ４４ ２９

１３７ １２６ １０７ ８９ ７０ ５１ ３２ ２４ １６

１４６ １３２ １１２ ９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６

１０２ ９５ ８２ ７０ ５７ ４５ ３２ ２４ １６

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

３２ ２４ １６

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１１１ １０４ ９２ ８１ ６９ ５８ ４６ ３５ ２３

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

５８ ４４ ２９

９８ ８２ ６５ ４８ ３２ １５ １１ ８

１０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４６ １３２ １１２ ９２ ７２ ５２ ３２ ２４ １６

１０２ ９５ ８２ ７０ ５７ ４５ ３２ ２４ １６

９３ ８９ ７７ ６６ ５５ ４３ ３２ ２４ １６



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

４３

４０

８

８

８

８

８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９２ １７５ １５５ １３６ １１６ ９７ ７８ ５８ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

９８ ８２ ６５ ４８ ３２ １５ １１ ８

１１１ １０４ ９２ ８１ ６９ ５８ ４６ ３５ ２３

１０４ ８６ ６９ ５１ ３３ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２４４ ２２０ １９５ １７１ １４６ １２２ ９８ ７３ ４９

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１５５ １５４ １３１ １０８ ８５ ６２ ３９ １６ １２

１６ １２ ８

１４２

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

９２ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１５９ １４５ １２９ １１３ ９７ ８１ ６４ ４８ ３２

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

４５ ３２ １８ １４ ９

１５９ １４５ １２９ １１３ ９７ ８１ ６４ ４８ ３２

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

９２ ８６ ７２

地域 愛媛県
区分

１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

２９

１３３ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１４２ １２６ １０４ ８３ ６１ ４０ １８ １４ ９

１０１ ９１ ７７ ６２ ４７ ３３ １８ １４ ９

５８ ４４

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

５９

１９０ １７２

１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

９

９

８

８

４３

５６

４０

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

４３ １８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１５７ １５６ １３３ １１０ ８７ ６４ ４１ １８ １４

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１４

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２８０ ２７９ ２５１ ２２３ １９５ １６７ １４０ １１２ ８４

１８ １４ ９

１６７ １６５ １４１ １１６ ９２ ６７



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

地域 高知県
区分

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９

１４７ １３５ １２０ １０５ ９０ ７５ ６０ ４５ ３０

５８ ４４ ２９

１１３ １０３ ８６ ６９ ５２ ３５ １８ １４ ９

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１２１ １０９ ９１ ７３ ５４ ３６ １８ １４ ９

８１ ７５ ６３ ５２ ４１ ２９ １８ １４ ９

７２ ７０ ５９ ４９ ３９ ２８ １８ １４ ９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

４０

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

４０ ３０ ２０

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１２４ １１６ １０１ ８６ ７０ ５５ ４０ ３０ ２０

２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６

１３３ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０

４０ ３０ ２０

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１２４ １１６ １０１ ８６ ７０ ５５ ４０ ３０ ２０

２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６

５８ ４４ ２９

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１３２ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７

２４９ ２２５ ２００ １７５ １５０ １２５ １００ ７５ ５０

１７１ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０

地域 福岡県
区分

１６３ １４８ １２７ １０５ ８３ ６２ ４０ ３０ ２０

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１７１ １５４ １３１ １０９ ８６ ６３ ４０ ３０ ２０

１３３ １２２ １０５ ８９ ７３ ５６ ４０ ３０ ２０

５８ ４４ ２９

１６３ １４８ １２７ １０５ ８３ ６２ ４０ ３０ ２０

２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４３

４０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

１３２ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１２１ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２４９ ２２５ ２００ １７５ １５０ １２５ １００ ７５ ５０

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

８

１６４ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

３０３ ２７３ ２４２ ２１２ １８２ １５２ １２１ ９１ ６１

１６ １２ ８

２００

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２

１２１６３７５８７９９９１２０１４１１４２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１１４ １０６ ９１ ７６ ６０ ４５ ３０ ２３ １５

２５２ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０

地域 佐賀県
区分

１５１ １３７ １１５ ９４ ７３ ５１ ３０ ２３ １５

１２２ １１２ ９５ ７９ ６３ ４６ ３０ ２３ １５

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

３０ ２３ １５

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１４ １０６ ９１ ７６ ６０ ４５ ３０ ２３ １５

２５２ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０

５８ ４４ ２９

１５１ １３７ １１５ ９４ ７３ ５１ ３０ ２３ １５

１６０ １４３ １２０ ９８ ７５ ５３ ３０ ２３ １５

１２２ １１２ ９５ ７９ ６３ ４６ ３０ ２３ １５

３０ ２３ １５

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

１２３ １２１ １０１ ８２ ６２ ４３ ２３ １７ １２

１２９ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４ ２３ １７ １２

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

２３ １７ １２

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

２５０ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０

７５ ５３ ３０ ２３ １５１６０ １４３ １２０ ９８



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４４

４０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１２３ １２１ １０１ ８２ ６２ ４３ ２３ １７ １２

１３４ １２４ １１０ ９７ ８３ ６９ ５５ ４１ ２８

１２９ １２６ １０６ ８５ ６４ ４４ ２３ １７ １２

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２５０ ２２７ ２０２ １７６ １５１ １２６ １０１ ７６ ５０

２３ １７ １２

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２２０ ２１９ １９７ １７５ １５３ １３１ １１０ ８８ ６６

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１６５ １６３ １３９ １１４ ９０ ６５ ４１ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１７４ １７２ １４６ １２０ ９４ ６８ ４２ １６ １２

２１６

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４ １０３ ８５

２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１８ １４ ９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０

７３ ５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

８８ ８２ ６９ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０ ６０ ４０

５８ ４４ ２９

１２６ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３５ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９６ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３

２０５ １８５ １６４ １４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１

５８ ４４ ２９

１０４ １０３ ８６ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

地域 長崎県
区分

１２６ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７

１３５ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９６ ８８ ７４ ６０ ４６ ３２ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４

１１６ １０２ ８７

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４３

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

８

８

８

８

８

８

３３ １５ １１ ８

１１３ １０４ ９３ ８１ ７０ ５８ ４６ ３５ ２３

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２３２ ２０９ １８６ １６２ １３９ １１６ ９３ ７０ ４６

１６ １２ ８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１５ １１ ８

１４１ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５１ １４９ １２７ １０５ ８３ ６０ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４４ １２３ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１５ １１ ８

１０４ １０３ ８６ ６８ ５０

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１０ １０９ ９０ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５

２０５ １８５ １６４



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）

４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（春まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）

円 円 円
５類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

９６ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

３３７ ３０３ ２７０ ２３６ ２０２ １６９ １３５ １０１ ６７

地域 熊本県
区分

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

９１４１８３３４９６４７９９５１０５

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

９６ ８９ ７５ ６１ ４６ ３２ １８ １４ ９

３３７ ３０３ ２７０ ２３６ ２０２ １６９ １３５ １０１ ６７

５８ ４４ ２９

１３５ １２１ １０１ ８０ ５９ ３９ １８ １４ ９

１４４ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９

１０５ ９５ ７９ ６４ ４９ ３３ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

３０４ ２７４ ２４３ ２１３ １８２ １５２ １２２ ９１ ６１

５８ ４４ ２９

１１０ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１５ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１４４ １２７ １０５ ８４ ６２ ４０ １８ １４ ９



６類 対象麦

うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）

８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦

10類 うち課税対象農業者に係るもの

11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
12類 対象麦

13類 うち課税対象農業者に係るもの

14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
16類 対象麦（裸麦）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（裸麦）
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）
円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４０

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

３０４ ２７４ ２４３ ２１３ １８２ １５２ １２２ ９１ ６１

１５ １１ ８

１５ １１ ８

１１０ １０８ ８９ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

１１５ １１３ ９４ ７４ ５４ ３５ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１１０ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１７ １９５ １７４ １５２ １３０ １０９ ８７ ６５ ４３

１６ １２ ８

２０１ １９９ １７９ １５９ １３９ １１９ １００ ８０ ６０

１５ １１ ８

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２

１１８ ９９ ８５ ７１ ５７ ４３ ２９ １５ １１

１６１ １５９ １３５ １１１ ８８ ６４ ４０ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

３３ ２５ １７

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１１３ １０６ ９１ ７７ ６２ ４８ ３３ ２５ １７

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１２２ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１

３３ ２５ １７

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１１３ １０６ ９１ ７７ ６２ ４８ ３３ ２５ １７

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

５８ ４４ ２９

１１３ １１０ ９１ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１３４ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７

２２０ １９９ １７７ １５５ １３３ １１１ ８８ ６６ ４４

７６ ５５ ３３ ２５ １７

９８ ７６ ５５ ３３ ２５ １７

１６３ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７

１５５ １４１ １１９

２４１

地域 大分県
区分

１５５ １４１ １１９ ９８

５５ ３５ １５ １１ ８

１１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１６３ １４６ １２４ １０１ ７８ ５６ ３３ ２５ １７

１２２ １１１ ９６ ８０ ６４ ４９ ３３ ２５ １７

５８ ４４ ２９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１９ １１６ ９６ ７６



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

１１

１１

８

８

４０

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１３ １１０ ９１ ７２ ５３ ３４ １５ １１ ８

１３４ １２１ １０７ ９４ ８０ ６７ ５４ ４０ ２７

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１１９ １１６ ９６ ７６ ５５ ３５ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２２０ １９９ １７７ １５５ １３３ １１１ ８８ ６６ ４４

１５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１ ８

１６４ １６２ １３９ １１５ ９２ ６８ ４５ ２１ １６

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１１５ ９８ ８４ ７０ ５７ ４３ ２９ １５ １１

１２３ １０４ ８９ ７４ ６０ ４５ ３０ １５ １１

２０２ ２００ １８０ １６０ １４０ １２０ １００ ８０ ６０

１５

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１４２ １４１ １２０ ９９

４６ ２１ １６

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

７９ ５８ ３７ １６ １２

２４５ ２２１ １９６ １７２ １４７ １２３ ９８ ７４ ４９

２１ １６ １１

１７３ １７１ １４６ １２１ ９６ ７１



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１５３ １４０ １２５ １０９ ９４ ７８ ６２ ４７ ３１

地域 宮崎県
区分

１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

８２ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

１５３ １４０ １２５ １０９ ９４ ７８ ６２ ４７ ３１

５８ ４４ ２９

１２２ １１１ ９２ ７４ ５５ ３７ １８ １４ ９

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

９１ ８３ ７０ ５７ ４４ ３１ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９

５８ ４４ ２９

１１１ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１６ １１４ ９４ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

１５ １１ ８

８２ ７７ ６５ ５４ ４２ ３０ １８ １４ ９

４４ ３１ １８ １４ ９

１３１ １１６ ９７ ７７ ５７ ３８ １８ １４ ９

９１ ８３ ７０ ５７



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４０

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

１１１ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１１４ １０６ ９４ ８３ ７１ ５９ ４７ ３５ ２４

１１６ １１４ ９４ ７５ ５５ ３５ １５ １１ ８

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

２１４ １９３ １７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

８３ ７１ ６０ ４８ ３６

５０ ３９ ２９ １８ １４

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１５ １０７ ９５

５０ ３９ ２９ １８ １４

２４

１９４

１３２ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

８３ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

７４ ７１ ６０ ９

１６８

１３２ １１８ ９８ ７８ ５８ ３８ １８ １４ ９

８３ ７６ ６５ ５３ ４１ ３０ １８ １４ ９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

７４ ７１ ６０ ９

１６８

地域 鹿児島県
区分

１２３ １１２ ９３ ７５ ５６ ３７ １８ １４ ９

１５４ １３７ １２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

５８ ４４ ２９

１２３ １１２ ９３ ７５ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５４ １３７ １２０ １０３ ８６ ６８ ５１ ３４

５８ ４４ ２９

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

８

８

４３

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

４０

１５３ １５１ １２９ １０６ ８４ ６１ ３９ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１２０ １１８ ９７ ７７ ５６ ３６ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１５ １１ ８

１１５ １１２ ９２ ７３ ５４ ３４ １５ １１ ８

１１５ １０７ ９５ ８３ ７１ ６０ ４８ ３６ ２４

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１９４ １７６ １５７ １３７ １１８ ９８ ７８ ５９ ３９

１５ １１ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１４４ １４２ １２１ １００ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７ １５ １１

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１６ １９４ １７３ １５１ １３０ １０８ ８６ ６５ ４３

１６ １２ ８

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８



#
1 キログラム当たり共済金額の範囲

１類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

２類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

３類 パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（秋まき）
４類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（秋まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（秋まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（秋まき）
円 円 円

パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦（春まき）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
パン又は中華麺の用に供することを目的とする対象麦以外の対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

５類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円

１３４ １２０ ９９ ７９ ５９

７２ ５９

８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１

４５ ３２ １８ １４ ９

１８ １４ ９

９４ ８６

３８

地域 沖縄県
区分

１２５ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

８５ ８０ ６７ ５５ ４３ ３０ １８ １４ ９

１５２ １４０ １２４ １０９ ９３ ７８ ６２ ４７ ３１

５８ ４４ ２９

１２５ １１４ ９５ ７６ ５６ ３７ １８ １４ ９

１３４ １２０ ９９ ７９ ５９ ３８ １８ １４ ９

９４ ８６ ７２ ５９ ４５ ３２ １８ １４ ９

１８ １４ ９

１８１ １６６ １４５ １２３ １０１ ８０ ５８ ４４ ２９

１９０ １７２ １４９ １２７ １０４ ８１ ５８ ４４ ２９

１４０ １３１ １１６ １０２ ８７ ７３ ５８ ４４ ２９

５８ ４４ ２９

８９ ７５ ６０ ４５ ３０ １５ １１ ８

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３１ １２６ １１２ ９９ ８５ ７２ ５８ ４４ ２９

２６８ ２４１ ２１４ １８８ １６１ １３４ １０７ ８０ ５４

１５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９



６類 対象麦
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦

円 円 円
７類 対象麦（秋まき）
８類 うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円
ビール麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（秋まき）

円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（秋まき）

円 円 円
対象麦（春まき）

うち課税対象農業者に係るもの
円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円

ビール麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦（春まき）
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦、ビール麦及び種子麦以外の麦（春まき）
円 円 円

９類 対象麦
10類 うち課税対象農業者に係るもの
11類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

12類 対象麦
13類 うち課税対象農業者に係るもの
14類 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

うち免税対象農業者に係るも の
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

種子麦
円 円 円 円 円 円 円 円 円

対象麦及び種子麦以外の麦
円 円 円

16類 対象麦（裸麦）
うち課税対象農業者に係るもの

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
うち免税対象農業者に係るも の

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
種子麦（裸麦）

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
対象麦及び種子麦以外の麦（裸麦）

円 円 円

備考：

３　この表において「課税対象農業者」とは、対象農業者のうち、免税対象農業者以外のものをいう。

５　この表において「種子麦」とは、種子の用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。
６　この表において「ビール麦」とは、ビールの用に供することを目的とする麦の耕作を行う耕地に係る麦をいう。

４　この表において「免税対象農業者」とは、対象農業者のうち、法第３条第５項の規定に基づき農林水産大臣が定
　める数量単価について、免税事業者に対するものの適用を受け法第３条第１項第２号の交付金が交付されるものを
　いう。

２　この表において「対象麦」とは、対象農業者（農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法
　律（平成18年法律第88号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づき法第３条第１項第２号の交付金の交
　付の申請をする者であって、法第２条第４項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下同じ。）が耕作の業務
　を営む耕地に係る麦をいう。

１　この表において「区分」とは、農業保険法（昭和22年法律第185号）第136条第１項の農林水産大臣が定める区分
　をいう。

８

８

８

８

８

８

４３

４０

１１２ ９３ ８０ ６７ ５４ ４１ ２８ １５ １１

１４２ １４０ １１９ ９９ ７８ ５７ ３７ １６ １２

１５２ １５０ １２８ １０５ ８３ ６１ ３８ １６ １２

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

３０ １５ １１ ８

１０９ １０２ ９０ ７９ ６８ ５７ ４５ ３４ ２３

９５ ８０ ６４ ４７ ３１ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１

１０４ １０３ ８５ ６８ ５０ ３３ １５ １１ ８

１３７ １２３ １１０ ９６ ８２ ６９ ５５ ４１ ２７

１１０ １０８ ９０ ７１ ５２ ３４ １５ １１ ８

１９１ １７４ １５４ １３５ １１６ ９７ ７７ ５８ ３９

１５ １１ ８

１５ １１ ８

８９ ７５ ６０ ４５

１７１ １５０ １２８ １０７ ８６ ６４ ４３

１６ １２ ８

２００ １９８ １７８ １５８ １３９ １１９ ９９ ７９ ５９

１５ １１ ８

１３３ １３１ １１２ ９３ ７４ ５４ ３５ １６ １２

２０６ １８５ １６５ １４４ １２４ １０３ ８２ ６２ ４１

１５ １１ ８

１０４ ８７ ７５ ６３ ５１ ３９ ２７

２１６ ２１５ １９４ １７２ １５１ １２９ １０８ ８６ ６５

１６ １２ ８

１４２ １４１ １２０ ９９ ７９ ５８ ３７ １６ １２

２１４ １９３


	02-2 R08麦の単価告示「次のよう」（北海道～三重）（数量払更新）
	02-2 R08麦の単価告示「次のよう」（滋賀以降）（６類上に線を追加）（数量払更新）

